
 

 

利益相反に関する指針 

第１条 指針策定の目的 

日本美容医療学会(JAPSA)（以下、「本学会」という）は、本学会の学術集会または機関

誌等において研究の成果を公表する際に利益相反状態が存在する場合、当該利益相反状態

を公開することにより本学会学術集会または機関誌等の独立性と公正性を守ることを目的

して本指針を作成する。 

第２条 利益相反状態の概念 

1.利益相反状態の定義 

利益相反状態とは、研究成果の公表者または当該公表者に影響を及ぼし得る近親者が、

当該公表に関し商業的および政治的な利益等の私的な利益を有していて、研究成果の公

表という公的な利益がその私的な利益によって不当に影響を受けるおそれのある状態を

いう。 

2.私的な利益の概念 

利益相反状態が生じる私的な利益は、金銭または経済的利益に限定されない。公表者が

特定の個人・企業・政府機関との間に有する関係そのものから利益相反状態を生じる場

合がある。 

3.現実の利益相反状態、潜在的な利益相反状態、外観上の利益相反状態の区別 

現実の利益相反状態 ：利益相反状態が現に存在している場合  

潜在的な利益相反状態：利益相反状態が将来生じる可能性がある場合 

外観上の利益相反状態：実質を問わず研究成果の公表内容との関係から利益相反状態が

あるように見える場合。 

第３条 対象者 

以下の者に本指針は適用される。 

1.本学会の会員 

2.本学会の学術集会、機関誌等で発表する者 



 

 

第４条 対象となる活動 

本指針は本学会が関わるすべての事業における活動について適用する。本学会の学術集

会または機関誌等で発表を行う研究者は本指針を遵守することが求められる。また、本学

会会員に対して教育的講演を行う場合や市民に対して公開講座等を行う場合にも、その演

者には本指針の遵守を求める。 

 

第５条 開示すべき内容 

開示すべき内容は、研究成果の公表に関し公表者が商業的または政治的な利益等の私的

な利益を有している場合、当該私的利益の原因となる個人または団体との関係（以下「私

的利益関係」という）である。私的利益関係を公表者が直接有する場合のみならず間接的

に有する場合も含む。私的利益関係を間接的に有する場合とは、大学における寄付講座

や、公表者が所属する大学または病院が政府から補助金を受けている場合など、公表者が

所属する組織が私的利益関係を有する場合を言う。具体的な契約内容によっては利益相反

に当らない場合も考えられるが、その判断は利益相反委員会（以下「本委員会」という）

が公表者の開示した内容を調査した上で行う。なお、国内において未承認の医薬品や医療

機器、医療材料に関しては、講演や論文における研究成果の公表が、当該未承認医薬品や

医療機器、医療材料の広告宣伝となる場合も考えられる。これについては当該医薬品や医

療機器、医療材料が未承認であることを研究内容の公表と同時に開示しなければならな

い。また、これら医薬品、医療機器、医療材料の治験を行っている場合も、その旨を開示

しなければならない。公表者、または公表者が所属する研究機関・部門が企業から未承認

医薬品、医療機器、医療材料の提供を受けている場合についても、これを開示しなければ

ならない。 

現在及び過去１年間における私的利益関係の全てを開示しなければならない。株式等の

所有に関しては、決定権を持つ立場ではなく株式等保有のみの立場であっても開示が必要

である。提携について開示する際は、その団体との正確な関係を完全に記載しなければな

らない。所有についての開示および金銭授受についての開示は、所有の形態および報酬の

名目を明らかにしなければならない。本委員会は、開示が不完全であると判断した場合更

なる説明を求めることができる。 

公表者は、自己並びに生計を一にする配偶者、一親等以内の親族または収入・財産を共

有する者について、別紙に定める開示事項を本学会に申告して開示する義務を負う。 



 

 

第６条 利益相反委員会 

1.本学会の独立性・客観性・信頼性を維持し、利益相反状態の審査等をするため下記の

メンバーにより構成される本委員会を置く。なお、本委員会のメンバーは利益相反状態

を有しない者であることを要する。 

記 

i.本学会の会長及び理事長 

ii.本学会の会長により任命された、本委員会の委員長および委員。委員長及び委員は本

学会の会員の中から任命する。 

iii.本学会の顧問弁護士 

2.本委員会の職務 

本委員会は下記項目をその職務とする。 

ⅰ. 間接的な私的利益関係が利益相反状態に当たるか否かの判断 

ⅱ. 指針違反者への勧告ならびに理事会への勧告内容の上申 

ⅲ. 機関誌等の論文末尾への利益相反状態の開示の指示 

iv. 学術集会における公表者の利益相反状態の開示の指示 

v.  申告書記載情報の適宜利用 

ⅵ. 利益相反状態を有する研究成果の公表における不適切な外的影響の有無の審査 

ⅶ. 本学会の独立性、客観性、信頼性を損なうと思料される研究成果の公表の差し止

め、または取り消しについての理事会への上申 

第７条 指針違反者への措置 

1.本指針に違反し、利益相反状態の適切な開示がなされなかった場合または開示された利

益相反状態が虚偽であったことが判明した場合、さらに利益相反状態が適切に開示され

た場合であっても、臨床研究結果の公表の内容が明らかに資金提供者の意図に影響され

たと判断された場合には、本委員会にて審議し、指針違反者に対して改善の勧告もしく

は、事前の勧告なしに一定期間次の措置を取ることができる。 

記 



 

 

i 本学会が開催するすべての集会での発表の禁止 

ii 本学会物への論文掲載の禁止 

iii 本学会術集会の会長就任の禁止 

iv 本学会事会、委員会、作業部会への参加の禁止 

v 本学会議員の除名、あるいは評議員になることの禁止 

vi 本学会員の除名、あるいは会員になることの禁止 

2.被措置者は、前項の規定に基づいて科された措置について、本学会に対し、不服申立を

することができる。本学会がこれを受理したときは、本委員会において再審理を行い、

理事会の協議を得て、その結果を被措置者に通知する。 

3.本学会の関与する場で発表された研究において本指針に重大な違反があることが判明し

た場合、本学会は、本委員会の議決を経て、本指針違反の事実を公表する。 

第８条 細則の制定 

本学会は、本指針を実際に運用するために必要な細則を制定することができる。 

第９条附則 

本指針は 2024 年 10 月 1 日より施行される。 

  



 

 

別紙 

開示事項 

1.株式会社等会社法（平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号）に基づく会社（以下、「企業」

という）または営利を目的とした団体の役員、顧問職について、１つの企業または団体

からの報酬額が年間 100 万円以上である場合、当該企業または団体の名称、役職名 

2.株または持分権の所有について、１つの企業から受ける１年間の株による利益（配当と

売却益の総和）が 100 万円以上である場合、または当該企業の全株式の 5%以上を保有

している場合、当該企業の名称 

3.企業または営利を目的とした団体からの特許権使用料について、１つの特許権使用料が

年間 100 万円以上である場合、当該企業または団体の名称 

4.１つの企業または営利を目的とした団体から、会議への出席（発表）に対し、研究者を

拘束した時間・労力に対して支払われた日当（講演料など、実費分を除く）の合計が年

間 50 万円以上である場合、当該企業または団体の名称 

5.１つの企業または営利を目的とした団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われ

た原稿料の合計が年間 50 万円以上である場合、当該企業または団体の名称 

6.企業または営利を目的とした団体が提供する研究費について、１つの研究に対して支払

われた総額が年間 100 万円以上である場合、あるいは奨学寄付金（奨励寄付金）につい

て、１つの企業または団体から、１名の研究代表者に支払われた総額が年間 100 万円以

上である場合、それぞれの当該企業または団体の名称 

7.研究成果の公表に含まれる未承認の医薬品、医療機器、医療材料の名称と当該企業また

は団体の名称 

8.医薬品、医療機器、医療材料の提供を受けている場合、その名称と当該企業または団体

の名称 

9.上記以外の報酬等（研究とは直接無関係な旅行、贈答品など）については、１つの企業

または団体から受けた報酬が年間 5 万円相当以上である場合、当該企業または団体の名

称 


